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１． 原子力災害の特徴

２． 原子力災害対策指針

■地域防災計画・避難計画の策定と支援体制

出典:内閣府HPを参考に作成

国、自治体、事業者などがそれぞ
れ実施すべき事項を規定

＜国＞

※災害対策基本法

中央防災会議

原子力災害対策に関する専門
的・技術的事項を規定

※原子力災害対策特別措置法

原子力規制委員会

原子力災害対策指針、防災基
本計画に基づき、地域の実情に
精通した関係自治体が作成

＜県・市町村＞

地域防災計画・避難計画
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※災害対策基本法

◆原子力発電所が立地する１３
　の地域ごとに、内閣府が設置
◆内閣府、原子力規制庁を始め
　とした国のすべての関係省庁
　と、計画を策定する関係自治体
　などが参加
◆各自治体の避難計画を含む
　当該地域の「緊急時対応」を
　取りまとめ、原子力災害対策
　指針などに照らして具体的か
　つ合理的であることを確認

地域原子力防災協議会

※災害対策基本法に基づく防災基本計画

・全閣僚と原子力規制委員 
　長などで構成（議長：総理）
・地域の避難計画を含む
　「緊急時対応」が原子力
　災害対策指針などに照らし
　て具体的かつ合理的となっ
　ていることについて、国と
　して了承

原子力防災会議
※原子力基本法

内閣府（原子力防災担当）
国による自治体支援の実施
防護設備、資機材などへの財政的支援

＜国による自治体支援の具体的内容＞
・計画策定当初から政府がきめ細かく関与し、要配慮者を含め、避難先、避難手段、避難経路の確保など、地域が抱える課題をともに解決する
　など、国が前面に立って自治体をしっかりと支援
・緊急時に必要となる資機材などについては、国の交付金などにより支援
・関係する民間団体への協力要請など、全国レベルでの支援も実施
・一旦策定した計画についても、確認・支援を継続して行い、訓練の結果なども踏まえ、引き続き改善強化
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原子力災害対策指針
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事務局

①予防的防護措置を準備する区域：PAZ
　原子力発電所から半径おおむね５ｋｍの区域
②緊急防護措置を準備する区域：UPZ
　原子力発電所から半径おおむね５～３０ｋｍの区域

海

原子力
発電所
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出典:原子力規制委員会「原子力災害対策指針」より作成

予防的防護措置を準備する区域
（ＰＡＺ：Ｐｒｅｃａｕｔｉｏｎａｒｙ 　
　Ａｃｔｉｏｎ Ｚｏｎｅ）

緊急防護措置を準備する区域
（ＵＰＺ：Ｕｒｇｅｎｔ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ Aｃｔｉｏｎ 
　Pｌａｎｎｉｎｇ Ｚｏｎｅ）

■原子力災害対策重点区域

■原子力発電所の
　PAZ、UPZに含まれる地域
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　原子力災害とは、原子力施設の事故により、放射性物
質が放出され、原子力施設の周辺地域の住民や環境など
に直接または間接的に被害を与えることです。
　地震や風水害、火災などの一般災害と異なり、原子力
災害は、人間の五感では感じることができない放射性物質
や放射線に関して対策を講じる必要があります。
　そのため、国や地方公共団体などは、モニタリングポスト
などで測定された大気中の放射線量などの実測値に基づ
き、住民の被ばくを避けるためにとる行動（防護措置）の実
施を判断していきます。
　なお、原子力災害時の住民への情報連絡、屋内退避や
避難、被災者の生活に対する支援などは、一般災害と共
通する点があるため、原子力災害は一般的な災害対策と
連携して対応していくことが重要です。

　原子力災害時、国民の生命および身体の安全を確保
することが最も重要です。そのため、原子力規制委員会が

定める原子力災害対策指針では、緊急事態における原子
力施設周辺の住民などに対する放射線の影響を最小限
に抑えるための防護措置などが示されています。
　また、事業者や国、地方公共団体などは、平常時から緊
急時の原子力災害対策に関する計画を整備し、訓練する
ことが求められています。原子力災害対策指針では、その
計画の策定などで求められる科学的、客観的な判断を支
援するため、原子力災害対策に関する専門的、技術的な
事項について定められています。

　地域防災計画は、災害対策基本法において、地域
の実情をよく把握している地方公共団体で作成するこ
ととされています。一般の災害と同様に原子力災害が
起きたときも、地方公共団体だけでなく、国や公共機
関、地域住民、学校、病院などがそれぞれの役割を担
うことが不可欠です。特に、原子力災害については、原
子力災害対策指針に基づき、原子力災害対策重点
区域に設定された都道府県および市町村で、原子力
施設を中心にした広域避難計画の作成や防災資材

の整備を行うこととされています。
　国は、地域防災計画（原子力災害対策編）のひな型
として、原子力災害対策マニュアルを各地方公共団体
に提供しています。２０２２年４月１日現在、対策市町村
である３７道府県、１４０市町村すべての地域で地域防
災計画が策定済みとなっています。今後、自治体、住民
ともに地域防災計画を定着させることが大切です。
　そして、国や地方公共団体などが策定した原子力災
害に関する各種計画やマニュアルなどに基づく活動を
実施し、緊急事態対応を確認するため、国や地方公共
団体、事業者などの関係者が共同して原子力総合防
災訓練を実施しています。
　全国共通の課題として、要支援者の安全な避難や移
動手段の確保、複合災害時の避難、安定ヨウ素剤の事前
配布、避難の受け入れ体制の整備、避難退域時検査や
除染実施体制の整備などが挙げられています。今後も国
と地方公共団体が一体となって地域の防災計画や避難
計画などの具体化・充実化を図っていくことになります。

　原子力災害時に影響が及ぶ可能性がある区域には、重
点的に原子力災害特有の対策を講じておく必要があるた
め、原子力災害対策重点区域を定めています。原子力災害
対策指針では、原子力施設からの距離に応じて２種類の区
域が定められています。

　国際原子力機関（IAEA）では、PAZの範囲は3～5km、
特に5kmを推奨しています。また、UPZは5～30kmを推奨し
ています。これは、放射線による影響をはじめ、１９８６年に旧
ソ連のチョルノービリ原子力発電所で起こった事故の事例
や、屋内退避や避難を速やかに行える距離であるかどうか
など、対策の実行可能性を踏まえて提案されました。日本の
原子力災害対策指針では、この国際原子力機関の基準を
踏まえ、さらに福島第一原子力発電所事故で実際に影響
が及んだ範囲なども考慮して、原子力災害対策重点区域
の範囲が設定されています。
　PAZは、急速に進展する事故のときに、まずは、住民の放
射線による確定的影響を回避することを念頭においていま
す。放射性物質が環境へ放出される前の初期の段階に応
じて、住民の避難や安定ヨウ素剤の服用などの予防的防護
措置を準備する区域としています。

　UPZは、緊急事態のときに、放射線の被ばくによる確
率的影響のリスクを最小限に抑えるため、屋内退避や
避難、安定ヨウ素剤の服用などの防護措置を準備する
こととしています。

　原子力災害が起きた場合には、オフサイトセンターに現地
対策本部が設置され、国、地方公共団体、事業者などの関
係者が一体となり、モニタリング、被ばく医療、避難、住民へ
の情報発信などを迅速に行う役割を担うことになります。
　東北地方太平洋沖地震とそれにともなう津波、福島
第一原子力発電所事故の経緯から、地震と津波などが同
時に発生する複合災害に備えるため、災害に強い通信イン
フラの設備や電源などの確保とともに、利便性を考慮しなが
らも基本原則として、緊急時防護措置を準備する区域
（UPZ）圏内（原子力施設からおおむね５～３０km圏内）に
オフサイトセンターを設置すること、また、代替オフサイトセン
ターの検討などが求められています。

　福島第一原子力発電所事故の教訓と経験を踏まえて
見直された原子力防災体制は、訓練や新たな教訓を導
入することで不断に改善が図られることが重要です。そし
て、改善された計画を周知し、地域でさらに改善が図られ
ることが大事です。地震のときの初動のように「頭を隠
す」「火元に注意する」行動を住民自らがとれるように、原
子力発電所からの距離によって（居住地域によって）住
民がとるべき対応が異なること、放射線から身を守るには
「屋内退避」「避難」が必要であることなどを住民が思い
浮かべられるように活動を進めていくことが求められます。
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